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鹿屋市農業委員会
会　長

木塲　夏芳

発
刊
に
寄
せ
て

農地利用最適化推進農地利用最適化推進
  のための委員会活動をのための委員会活動を
　　　実施して参ります。　　　実施して参ります。

　

農
業
委
員
会
だ
よ
り
第
19
号
の
発
行
に

あ
た
り
ま
し
て
、
一
言
ご
挨
拶
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　

皆
様
方
に
は
、
日
頃
よ
り
鹿
屋
市
農
業

委
員
会
の
活
動
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　

さ
て
、
本
市
の
農
業
・
農
村
を
取
り
巻

く
環
境
は
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
、
後

継
者
や
担
い
手
の
不
足
、
鳥
獣
被
害
等
に

よ
る
荒
廃
農
地
の
増
加
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情

勢
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
、
肥
料
、
飼

料
等
の
価
格
の
高
騰
等
、
農
家
の
皆
様
に

と
っ
て
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
が
続
い
て

お
り
ま
す
。　

　

こ
う
し
た
中
、
国
は
令
和
４
年
５
月
に

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
一
部
を
改

正
し
、
地
域
の
将
来
の
農
業
の
在
り
方
、

将
来
の
農
地
の
効
率
的
且
つ
総
合
的
な
利

用
に
関
す
る
目
標
（
目
標
と
す
る
農
地
利

用
の
姿
を
示
し
た
地
図
を
含
む
）
を
定
め

た
「
地
域
計
画
」
を
策
定
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
、
鹿
屋
市
農
業
委
員
会

で
は
「
地
域
計
画
」
策
定
に
向
け
た
ア

ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
農
地
の
意
向
調
査
を
実

施
し
、
農
地
所
有
者
、
耕
作
者
の
10
年
後

を
見
据
え
守
る
べ
き
農
地
を
中
心
的
経
営

体
に
任
せ
る
た
め
、
今
後
、「
地
域
計
画
」

策
定
の
基
礎
資
料
と
な
る
「
目
標
地
図
の

素
案
作
成
」
や
「
話
合
い
活
動
」
等
を
実

施
し
て
い
く
予
定
で
あ
り
ま
す
。

　

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
は
農
地
を
守
り
、
今
後
も
農
家
の
良
き

相
談
役
と
し
て
、
本
市
の
農
業
振
興
の
た

め
に
職
務
を
全
う
し
て
参
り
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
、
ご
挨
拶
に
か
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

目的は
　●担い手への農地の集積・集約化
　●遊休農地の発生防止・解消　
　●新規参入等の促進

　農地の貸し借りを口約束で行うと後々トラブルになることがあり、それを未然
に防ぐために、農業委員会では、規模拡大により経営改善を目指す農業者に対す
る農用地の利用集積、作付地の集団化などを進めています。このことで、農家台
帳に権利内容等が記載され、内容等をすぐに確認することができます。また、新
たな遊休農地の発生を防ぐことにもつながります。
　今後も農地の取得や貸し借り等、農地に関する相談は、農業委員、農地利用最
適化推進委員へご相談ください。
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鹿
屋
地
区

串
良
地
区

輝
北
地
区

吾
平
地
区

園田 誠
45-2708

瀬
戸
野
・
柏
木
・
重
田
・
高
隈

中
央
・
上
別
府
・
柚
木
原
・
谷
田
・

仮
屋
・
大
堀
・
黒
坂

田村　利秋
62-2301

伊
集
院
・
花
鎌
・
土
持
・
更
栄
・

矢
柄
・
上
矢
柄
・
上
辰
喰
・
辰
喰
・

栄
・
上
栄
・
東
西
・
昭
栄
・
共
栄
西
・

共
栄
中
・
共
栄
東
・
共
栄
東
上
・

鳥
之
巣

本田 淳子
43-1944
野
里
・
高
須
・
浜
田
・
永
小
原

藏ヶ﨑 俊光
44-7454
下
堀
・
田
淵
・
横
山
・
大
姶
良

中塩屋 均
44-2238

花
里
・
根
木
原
・
有
武
・
小
薄
・

高
牧
・
花
岡
・
海
道
・
白
水
・
古
江
・

古
里
・
船
間
・
天
神
・
上
野
・

小
野
原

堀之内 節子
58-7025

門
前
・
鏡
原
・
角
野
・
東
原
・

上
車
田
・
下
車
田
・
飴
屋
敷
・

永
山
・
筒
ヶ
迫
・
平
瀬
・
萩
崎
・

上
西
目
川
路
・
下
西
目
川
路
・

今
吉
・
堀
木
田
・
鶯
・
白
坂
・

石
場
・
西
迫
・
新
地
・
中
福
良

新原 晃憲
486-0739

歌
丸
・
宇
都
・
名
主
段
・
白
別
府
・

樽
久
保
・
諏
訪
・
愛
宕
・
風
呂
段
・

岳
野
・
一
番
郷
・
二
番
郷
・
西
原
・

本
町
・
和
泉
ヶ
野
・
堂
平
・
坂
宮
・

影
吉
・
上
平
房

郷原 實行
44-1240

下
祓
川
・
札
元
・
笠
之
原
・
新
川
・

寿
・
古
前
城
・
本
町
・
朝
日
・
向
江
・

共
栄
・
北
田
・
大
手
・
西
大
手
・

曽
田
・
白
崎
・
打
馬
・
王
子

泊 義秋
63-6095

中
郷
・
下
大
塚
原
・
上
大
塚
原

上
・
上
大
塚
原
下
・
新
大
塚
原
・

星
ヶ
丘
・
下
甫
木
・
中
甫
木
・

富
ヶ
丘
中
央
・
吹
上
田
・
桜
ヶ
丘
・

平
和

倉田 雪男
63-6658

宮
之
下
・
愛
ヶ
迫
・
永
和
・
岡

崎
上
・
岡
崎
西
・
堅
田
・
鶴
亀
・

江
口
迫
・
上
之
馬
場
・
上
之
馬

場
下
・
諏
訪
下
・
緑
ヶ
丘
・
和
田
・

下
小
原
南
・
下
小
原
北
・
大
坪
・

白
寒
水

西ノ原 敏男
44-7200

上
谷
・
西
原
・
大
浦
・
郷
之
原
・

今
坂
・
西
祓
川
・
新
栄
・
新
生

大園 和幸
58-8597

大
川
・
永
野
牧
・
神
野
西
・
神

野
東
・
市
之
渡
・
横
井
坂
・
砂
ヶ

野
・
水
流
・
黒
羽
子
・
荷
掛
・
木
浦
・

木
場
・
真
戸
原
・
金
山
・
立
元
・

上
苫
野
・
下
苫
野
・
苫
野
・
平
前
・

大
牟
礼

有村 隆
485-1856

柏
木
・
日
新
・
谷
田
・
浮
牟
田
・

徳
留
・
仮
屋
・
福
岡
・
中
平
房
・

下
平
房
・
三
原
・
竹
下

木塲 夏芳
44-6208
吉
ケ
別
府
・
上
祓
川
・
祓
川

村山 みつ子
63-6387

大
迫
・
中
山
上
・
中
山
下
・

十
三
塚
・
中
山
原
・
県
営
住
宅
・

大
久
保
段
・
中
宿
・
塩
塚
・
松

崎
・
城
ケ
崎
・
下
方
限
・
柳
谷
・

永
峯

田中 次男
090-9076-9024

高
松
・
立
小
野
・
堂
園
・
馬
掛
・

新
中
堀
・
外
堀
・
共
和
・
更
和
・

共
心
・
生
栗
須
・
平
瀬
・
下
之

段
・
竹
下
堀
・
入
部
堀
・
東
新
堀
・

西
新
堀
・
新
栄
・
東
新
町
・
西

新
町
・
東
共
心
・
下
中
・
中
野
・

山
下

畠井 孝二
44-6666

川
東
・
川
西
・
田
崎
・
永
野
田
・

名
貫

榎原 辰夫
49-2182

星
塚
・
飯
隈
・
萩
塚
・
南
・
池
園
・

獅
子
目

寺下 幸弘
43-4833
東
原
・
旭
原

福元 康光
58-7140

赤
野
・
寒
水
・
寺
ヶ
迫
・
持
田
・
中

尾
・
上
町
・
下
町
・
中
町
・
西
横
町
・

上
屋
敷
・
宮
前
・
町
園
・
原
田
・
坂

下
・
益
田
・
希
望
ヶ
丘
・
麓
中
・
麓
東
・

麓
西
・
栫
上
・
栫
下
・
坂
元
・
川
上
・

名
主
・
池
久
保
・
川
西
中
・
真
角
・

川
北
・
茶
円
・
樋
之
口
・
末
次
・
井

神
島
・
論
地
・
原
口

上野 輝男
485-1536

仏
山
・
朝
倉
・
八
重
山
・
上
方
・

下
方
・
辰
喰
・
宮
園
・
久
木
野
々
・

上
沢
津
・
下
沢
津
・
上
場
団
地

氏　名
連絡先
担
当
地
区

農
業
委
員

農
業
委
員の

紹
介

の
紹
介
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鹿
屋
地
区

串
良
地
区

輝
北
地
区

吾
平
地
区

德田 潤一
45-2598

瀬
戸
野
・
柏
木
・
重
田
・
高
隈

中
央
・
上
別
府
・
柚
木
原
・
谷
田
・

仮
屋
・
大
堀
・
黒
坂

中尾 明徳
62-2433

高
松
・
立
小
野
・
堂
園
・
馬
掛
・

新
中
堀
・
外
堀
・
共
和
・
更
和
・

共
心
・
生
栗
須
・
平
瀬
・
下
之
段
・

竹
下
堀
・
入
部
堀
・
東
新
堀
・
西

新
堀
・
新
栄
・
東
新
町
・
西
新
町
・

東
共
心
・
下
中
・
中
野
・
山
下

森園 浩美
49-2344

星
塚
・
飯
隈
・
萩
塚
・
南
・
池
園
・

獅
子
目

川﨑 守
44-8257
吉
ケ
別
府
・
上
祓
川
・
祓
川

西元 貞幸
090-2212-7431

川
東
・
川
西
・
田
崎
・
永
野
田
・

名
貫

矢野 嘉彦
58-5509

門
前
・
鏡
原
・
角
野
・
東
原
・

上
車
田
・
下
車
田
・
飴
屋
敷
・

永
山
・
筒
ヶ
迫
・
平
瀬
・
萩
崎
・

上
西
目
川
路
・
下
西
目
川
路
・

今
吉
・
堀
木
田
・
鶯
・
白
坂
・

石
場
・
西
迫
・
新
地
・
中
福
良

鶴田 勉
485-1664

歌
丸
・
宇
都
・
名
主
段
・
白
別
府
・

樽
久
保
・
諏
訪
・
愛
宕
・
風
呂
段
・

岳
野
・
一
番
郷
・
二
番
郷
・
西
原
・

本
町
・
和
泉
ヶ
野
・
堂
平
・
坂
宮
・

影
吉
・
上
平
房

福元 里美
42-5570
野
里
・
高
須
・
浜
田
・
永
小
原

松元 渡
63-2273

中
郷
・
下
大
塚
原
・
上
大
塚
原

上
・
上
大
塚
原
下
・
新
大
塚
原
・

星
ヶ
丘
・
下
甫
木
・
中
甫
木
・

富
ヶ
丘
中
央
・
吹
上
田
・
桜
ヶ
丘
・

平
和

上穗木 紀順
63-4984

伊
集
院
・
花
鎌
・
土
持
・
更
栄
・

矢
柄
・
上
矢
柄
・
上
辰
喰
・
辰
喰
・

栄
・
上
栄
・
東
西
・
昭
栄
・
共
栄
西
・

共
栄
中
・
共
栄
東
・
共
栄
東
上
・

鳥
之
巣

細川 健一
090-7293-2896

下
祓
川
・
札
元
・
笠
之
原
・
新
川
・

寿
・
古
前
城
・
本
町
・
朝
日
・
向
江
・

共
栄
・
北
田
・
大
手
・
西
大
手
・

曽
田
・
白
崎
・
打
馬
・
王
子

入佐 哲朗
58-8165

赤
野
・
寒
水
・
寺
ヶ
迫
・
持
田
・
中

尾
・
上
町
・
下
町
・
中
町
・
西
横
町
・

上
屋
敷
・
宮
前
・
町
園
・
原
田
・
坂

下
・
益
田
・
希
望
ヶ
丘
・
麓
中
・
麓
東
・

麓
西
・
栫
上
・
栫
下
・
坂
元
・
川
上
・

名
主
・
池
久
保
・
川
西
中
・
真
角
・

川
北
・
茶
円
・
樋
之
口
・
末
次
・
井

神
島
・
論
地
・
原
口

有馬 研一
486-0085

柏
木
・
日
新
・
谷
田
・
浮
牟
田
・

徳
留
・
仮
屋
・
福
岡
・
中
平
房
・

下
平
房
・
三
原
・
竹
下

谷口 芳久
41-1107

上
谷
・
西
原
・
大
浦
・
郷
之
原
・

今
坂
・
西
祓
川
・
新
栄
・
新
生

本村 ヤス子
63-4922

大
迫
・
中
山
上
・
中
山
下
・

十
三
塚
・
中
山
原
・
県
営
住
宅
・

大
久
保
段
・
中
宿
・
塩
塚
・
松

崎
・
城
ケ
崎
・
下
方
限
・
柳
谷
・

永
峯

髙田 裕幸
63-7688

宮
之
下
・
愛
ヶ
迫
・
永
和
・
岡

崎
上
・
岡
崎
西
・
堅
田
・
鶴
亀
・

江
口
迫
・
上
之
馬
場
・
上
之
馬

場
下
・
諏
訪
下
・
緑
ヶ
丘
・
和
田
・

下
小
原
南
・
下
小
原
北
・
大
坪
・

白
寒
水

持増 正
44-9017
東
原
・
旭
原

垣内 直人
46-2576

花
里
・
根
木
原
・
有
武
・
小
薄
・

高
牧
・
花
岡
・
海
道
・
白
水
・
古
江
・

古
里
・
船
間
・
天
神
・
上
野
・

小
野
原

中牧 龍次
48-2897
下
堀
・
田
淵
・
横
山
・
大
姶
良

永山 智哉
58-7944

大
川
・
永
野
牧
・
神
野
西
・
神

野
東
・
市
之
渡
・
横
井
坂
・
砂
ヶ

野
・
水
流
・
黒
羽
子
・
荷
掛
・
木
浦
・

木
場
・
真
戸
原
・
金
山
・
立
元
・

上
苫
野
・
下
苫
野
・
苫
野
・
平
前
・

大
牟
礼

立元 和揮
485-1601

仏
山
・
朝
倉
・
八
重
山
・
上
方
・

下
方
・
辰
喰
・
宮
園
・
久
木
野
々
・

上
沢
津
・
下
沢
津
・
上
場
団
地

氏　名
連絡先
担
当
地
区

農
地
利
用
最
適
化

農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員

推
進
委
員
の
紹
介

の
紹
介
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「地域計画」の策定が法定化されました

※ 農業経営者や農地所有
者の皆様を対象に意向
調査の結果を踏まえ、
順次地域での協議（話
合い活動）を実施しま
すのでご協力をお願い
します。

現　状 目標地図（将来）

集約イメージ

　これまで任意で作成されていた「人・農地プラン」に代わって、法律（農業経営基盤強化促進法）　これまで任意で作成されていた「人・農地プラン」に代わって、法律（農業経営基盤強化促進法）
の改正により、令和７年３月までに地域ごとに農地利用の将来像を描く「地域計画」を作るよう義の改正により、令和７年３月までに地域ごとに農地利用の将来像を描く「地域計画」を作るよう義
務付けられました。「地域計画」は地域の話合いや意向に基づいて作成する必要があります。皆さん務付けられました。「地域計画」は地域の話合いや意向に基づいて作成する必要があります。皆さん
で地域農業の将来を考えましょう。で地域農業の将来を考えましょう。

意向調査（アンケート）の実施

協議の場の設置～地域での協議
（話合い）

目標地図の素案作成

地域計画の策定と公告

　全国的な高齢化や人口減少の進行により、農地が適正に利用さ　全国的な高齢化や人口減少の進行により、農地が適正に利用さ
れなくなる懸念が高まっていることから、農地が利用されやすくれなくなる懸念が高まっていることから、農地が利用されやすく
なるように、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫なるように、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫
緊の課題となっています。緊の課題となっています。
　このため、５年先、10年先の地域の農地を誰がどのようにし　このため、５年先、10年先の地域の農地を誰がどのようにし
て守っていくのか、将来の農地利用の姿を地域の話合いによってて守っていくのか、将来の農地利用の姿を地域の話合いによって
明確にして書面に残し、必要に応じて見直しを行うものです。明確にして書面に残し、必要に応じて見直しを行うものです。

　右の図は、10年後に目指すべき農地利用の姿を表示
した地図です。誰がどの農地を耕作するか、農業者の
意向等を踏まえて話合い活動を重ね、随時変更しなが
ら完成度を高めていきます。

【主な内容】

● 地域における農業の将来の

　在り方

● 農用地の利用に関する目標

● 地域内の農業を担う者

地域計画とは

目標地図とは

地域計画（目標地図）策定の流れ
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夢を持ち農業に打ち込む経営者の皆さんを
編集委員が取材しました。

鹿屋地区　

浜洲　充哉さん（35歳）
上野町

　

上
野
町
を
中
心
に
さ
つ
ま
い
も
等
を
栽
培
し
て
い
る
浜
洲
充
哉
さ
ん
（
35

歳
）
を
訪
問
し
ま
し
た
。
浜
洲
さ
ん
は
妻
と
子
供
さ
ん
３
人
の
５
人
家
族
で

す
。

　

最
近
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
遊
休
農
地
を
う
ま
く
活
用
し
た
農
業
が
し
た

い
と
い
う
思
い
で
農
業
を
始
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
農
業
用
ド
ロ
ー
ン
を
活

用
し
た
農
薬
散
布
等
ス
マ
ー
ト
農
業
に
取
り
組
ま
れ
て
お
り
、
農
作
業
の
効

率
化
を
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
甘
藷
の
植
え
付
け
や
収
穫
等

ま
だ
ま
だ
自
動
化
す
る
の
が
困
難
な
た
め
苦
労
が
絶
え
な
い
と
の
事
で
し

た
。

　

今
後
は
作
付
面
積
を
拡
大
し
、
増
収
益
を
図
り
た
い
と
の
事
で
し
た
。

　

農
業
用
ド
ロ
ー
ン
を
用
い
た
ス
マ
ー
ト
農
業
に
取
り
組
む
な
ど
、

今
後
が
非
常
に
楽
し
み
な
農
家
さ
ん
で
す
。
新
規
就
農
で
大
変
な
こ

と
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
取
材
・
写
真
】農

業
委
員　

榎
原　

辰
夫
（
鹿
屋
地
区
）

輝北地区　

新城　敦志さん（26歳）
輝北町平房

　

輝
北
町
平
房
地
区
で

ご
ぼ
う
、
さ
と
い
も
、

さ
つ
ま
い
も
の
露
地
栽

培
に
取
り
組
む
新
城
敦

志
さ
ん
（
26
歳
）
を
紹

介
し
ま
す
。

　

両
親
の
後
継
者
と
し

て
農
業
を
始
め
、
現
在

で
は
、
ご
ぼ
う
５
ha
、

さ
と
い
も
３
ha
、
さ
つ

ま
い
も
２
ha
ま
で
規
模

を
拡
大
し
て
い
ま
す
。

農
業
を
始
め
丸
３
年
が

経
ち
、
雨
や
気
温
な
ど

の
気
候
変
動
や
病
害
虫
の
発
生
等
苦
労
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
豊
作
で

思
っ
た
以
上
の
収
穫
が
あ
っ
た
と
き
は
思
わ
ず
笑
顔
に
な
り
ま
す
と
話
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
た
だ
、
収
穫
時
期
な
ど
の
繁
忙
期
は
ど
う
し
て
も
休
み

が
取
れ
な
い
た
め
、
体
調
管
理
に
は
十
分
気
を
付
け
た
い
と
の
事
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
夢
を
尋
ね
る
と
、
家
族
協
定
を
結
ぶ
中
、
様
々
な
面
で
家
族

で
相
談
を
し
あ
い
な
が
ら
作
業
を
行
い
、
生
産
コ
ス
ト
を
で
き
る
だ
け
少
な

く
反
収
を
上
げ
、
効
率
的
な
経
営
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
休

日
は
、
体
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
図
り
、
陸
上
を
中
心
と
し
た
ス
ポ
ー
ツ
を
楽

し
ん
で
い
る
と
の
事
で
し
た
。

　

最
近
は
有
害
鳥
獣
被
害
も
増
え
て
お
り
管
理
も
大
変
だ
と
思
い
ま

す
が
、
こ
れ
か
ら
も
丹
精
込
め
て
作
っ
た
野
菜
を
消
費
者
に
届
け
て

く
だ
さ
い
。

【
取
材
・
写
真
】農

業
委
員　

有
村　

隆
（
輝
北
地
区
）
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地域農業を担う地域農業を担う

串良地区　

吾平地区　

重吉　順一さん（59歳）
串良町細山田

大野　慎也さん（34歳）
吾平町

　

串
良
町
細
山
田
地
区
で
、
生
産
牛
15
頭
、
育
成
牛
３
頭
を
飼
育
さ
れ
て
い

る
重
吉
順
一
さ
ん
（
59
歳
）
を
訪
問
し
ま
し
た
。　
　

　

重
吉
さ
ん
は
妻
と
子
供
１
人
の
３
人
家
族
で
す
。

　

平
成
30
年
に
会
社
を
早
期
退
職
し
、
父
親
の
後
継
者
と
し
て
畜
産
を
始
め

ま
し
た
。
獣
医
師
さ
ん
や
受
精
師
さ
ん
、
Ｊ
Ａ
の
方
々
が
色
々
な
ア
ド
バ
イ

ス
を
く
だ
さ
る
の
で
大
変
助
か
っ
て
い
る
と
の
事
で
す
。
前
職
で
は
、
夜
遅

く
ま
で
残
業
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
す
が
、
今
は
働
き
や
す
い
よ
う
に
自

分
で
仕
事
内
容
を
改
善
で
き
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
仕
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る

と
の
事
で
す
。
大
変
な
面
は
、
自
分
の
体
調
が
悪
く
て
も
牛
の
世
話
は
休
め

な
い
と
こ
ろ
で
す
。
し
ば
ら
く
は
好
き
な
旅
行
も
行
け
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん

と
の
事
で
す
。

　

将
来
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
生
産
規
模
的
に
は
順
調
に
来
て
い
る
の
で
、

子
牛
の
セ
リ
価
格
が
も
う
少
し
上
が
っ
て
、
さ
ら
に
経
営
が
安
定
す
る
よ
う

改
善
し
て
い
き
た
い
と
の
事
で
す
。

　

吾
平
地
区
で
促
成
ナ
ス
の
栽
培
を
営
む
大
野
慎
也
さ
ん
（
34
歳
）
を
訪
問
し

ま
し
た
。

　

大
野
さ
ん
は
、
祖
母
、
父
、
母
、
弟
の
５
人
家
族
で
、
母
、
弟
と
一
緒
に
ナ

ス
の
ハ
ウ
ス
栽
培
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

農
業
を
始
め
た
の
は
、
長
く
農
業
の
ア
ル
バ
イ
ト
経
験
が
あ
り
、
先
輩
農
家

や
普
及
所
の
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
等
を
受
け
一
人
で
営
農
し
よ
う
と
思
っ
た
の
が

き
っ
か
け
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

農
業
を
始
め
て
良
か
っ
た
点
は
、
自
分
が
頑
張
っ
た
分
、
目
に
見
え
て
成
果

と
し
て
形
に
な
る
の
が
良
い
点
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

反
面
、
天
候
や
気
候
に
よ
っ
て
ど
う
し
て
も
防
ぎ
き
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た

と
き
の
リ
カ
バ
リ
ー
が
非
常
に
大
変
だ
と
の
事
で
す
。

　

将
来
の
目
標
は
、
こ
の
ま
ま
継
続
し
て
ハ
ウ
ス
栽
培
を
行
い
、
安
定
し
た
収

量
が
見
込
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
の
事
で
す
。

　

休
日
は
、
ラ
ジ
オ
を
聞
き
な
が
ら
、
趣
味
の
プ
ラ
モ
デ
ル
作
り
に
没
頭
す
る

の
が
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
図
る
こ
と
の
一
つ
で
す
と
の
事
で
し
た
。

【
取
材
・
写
真
】農

業
委
員　

田
村　

利
秋
（
串
良
地
区
）

　

後
継
者
と
し
て
繁
殖
農
家
を
始
め
、
当
初
は
大
変
苦
労
を
さ
れ
た

よ
う
で
す
。
色
々
な
方
の
助
言
を
基
に
努
力
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も

農
業
委
員
と
し
て
見
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
取
材
・
写
真
】

農
業
委
員　

堀
之
内　

節
子
（
吾
平
地
区
）

　

研
究
熱
心
で
一
生
懸
命
に
ナ
ス
の
栽
培
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
大
野
さ

ん
。
頼
も
し
い
担
い
手
と
し
て
吾
平
の
農
業
を
引
っ
張
っ
て
も
ら
え
る
と

期
待
し
て
い
ま
す
。
い
つ
も
ス
マ
イ
ル
の
よ
か
に
せ
ど
ん
！

農業者たち
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農業委員会の取り組み農業委員会の取り組み

農
業
委
員
会
総
会
の

開
催

　

農
業
委
員
会
で
は
毎
月
1
回
、
農

地
法
に
基
づ
く
「
農
地
の
売
買
（
賃

借
）
の
許
可
申
請
」
の
可
否
に
つ
い

て
の
審
議
・
決
定
及
び
「
農
地
転
用

許
可
申
請
」
に
対
す
る
意
見
の
決
定

並
び
に
、「
農
業
経
営
基
盤
強
化
促

進
法
に
基
づ
く
農
用
地
利
用
集
積
計

画
」
の
決
定
等
を
行
い
ま
す
。

地
域
計
画
策
定
に
係
る

モ
デ
ル
事
業
の
実
施

　

地
域
計
画
策
定
に
係
る
モ
デ
ル
地

域
を
５
地
区
（
川
東
町
和
田
新
田
地

区
、
南
町
山
下
地
区
、
輝
北
町
上
百

引
浦
谷
地
区
、
串
良
町
細
山
田
馬
掛

地
区
、
吾
平
町
麓
神
野
地
区
）
選
定

し
、
各
地
域
の
農
業
に
お
け
る
現
状

や
課
題
等
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え

将
来
の
地
域
農
業
に
つ
い
て
話
し
合

い
活
動
等
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
話
し
合
い
活
動
等
の
結
果

を
踏
ま
え
、
将
来
誰
が
地
域
の
農
業

を
担
っ
て
い
く
の
か
を
決
め
る
「
地

域
計
画
」
を
策
定
し
て
い
き
ま
す
。

農
地
利
用
状
況
・
荒

廃
農
地
調
査
の
実
施

〜
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・

解
消
へ
の
取
組
〜

　

８
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
、
農
地

法
に
基
づ
き
、
管
内
農
地
の
利
用
状

況
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
各
委
員

は
担
当
地
区
内
の
農
地
が
適
正
に
耕

作
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
、
利
用
の
状

況
に
つ
い
て
目
視
で
確
認
し
ま
し

た
。

　

調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
新
た
に

発
生
し
た
遊
休
農
地
の
所
有
者
等
に

は
、
今
後
の
農
地
の
利
用
意
向
に
つ

い
て
調
査
を
行
い
ま
す
。

農
地
相
談
所
開
設

　

市
内
の
４
地
区
で
農
業
祭
が
開
催

さ
れ
、
農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
相

談
コ
ー
ナ
ー
を
開
設
し
ま
し
た
。

　

農
業
委
員
と
事
務
局
が
農
地
に
関

す
る
相
談
や
農
業
者
年
金
、
全
国
農

業
新
聞
の
普
及
推
進
に
取
り
組
み
ま

し
た
。

取組１

取組２

取組３

取組４
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農業委員会からのお知らせ

申　請　種　類 許可権者 必要日数 締切日

利用権設定 賃借、使用貸借許可 鹿屋市長
概ね
23日 毎月末日

（閉庁日の場合は
直前の開庁日）

農地法第３条
自己所有農地の売買・贈与・貸借
許可

鹿屋市
農業委員会会長

農地法第４条 自己所有農地の転用許可
鹿児島県知事

概ね
55日農地法第５条 自己所有以外の農地の転用許可

農地法・農業経営基盤強化促進法の許可に関する
標準事務処理期間等について

●農地の盛土・削土等の造成工事を行う場合

提出書類
■農地利用（形質）変更届

・ 隣接農地や用水・排水等に影響が及ばないか
現地調査を行います。

●農地の相続登記が完了した場合

提出書類
■農地法第３条の３第１項の規定による届出書

・ 権利を取得したことを知った日から、10 カ
月以内に届け出てください。

・ 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場
合、罰則がありますのでご注意ください。

農業委員会へ届出が必要な事項について

　これまで、農地を取得するためには一定の面積（鹿屋市では 40a）以上を経営する必要がありま
したが、農地法の一部が改正され、令和５年４月１日から下限面積要件が廃止されました。
　ただし、農地を取得する際に必要となる下記の許可要件は、引き続き満たす必要がありますので
ご注意ください。

●農地のすべてを効率的に利用すること

●必要な農作業に常時従事すること

●周辺の農地利用に支障をきたさないこと

※このため、営農計画、農地の利用状況（農機具・技術・労働力等）を調査確認いたします。

令和５年４月から農地を取得するための下限面積要件が
廃止されました
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安心できる農地の貸し借り
　　　　　　農地バンクにおまかせください

～活用しましょう！農地バンク～

　農地バンクは担い手等への農地集積・集約化を推進し、農地の有効活用や農業経営の効率化を図るた
め創設されました。農地の所有者と耕作者との賃借契約にあたり、営利を目的としない公的機関が仲介
するので、安心して農地の貸し借りを行うことができます。農地バンクに関する詳しい内容については、
公益財団法人鹿児島県地域振興公社のＨＰをご覧になるか、下記までお問合せ下さい。

■平成 26年度から始まった、農地の貸し借りの方法です。
■農地バンク（県公社）が各市町村等と連携し、農地の貸し借りを調整します。
■賃借料は、農地バンク（県公社）が徴収・支払を行います。
■農地は契約終了後、必ず所有者へ返還されます。（更新も可能です）

詳しい内容は、公益財団法人鹿児島県地域振興公社のホームページ
　　　「農地中間管理機構」をご覧になるか、下記までお問い合せください。
○公益財団法人鹿児島県地域振興公社（鹿児島県農地中間管理機構）　☎ 099-223-0223
○鹿屋市農政課（電話）　☎ 0994-31-1183　

メリット（所有者）

賃借料は農地バンクが決まった時期に
所有者の指定口座に振込みます。

担い手等が途中で耕作できなくなっても
次の担い手等を農地バンクと市町村等が

連携して探します。

農地は契約終了後、必ず所有者へ返還されます。

メリット（担い手）

契約が一本化され、賃借料の口座引落
手数料は農地バンクが負担します。

農地を集積・集約することで、農作業の
効率化、生産性の向上が図られます。

長期的な営農計画が立てやすく、
安定した農業ができます。
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事　　務　　所 職員数 連　　絡　　先
農 業 委 員 会
事 務 局 8人 （代表）☎ 0994-43-2111

（直通）☎ 0994-31-1131

輝北総合支所
産 業 建 設 課

3人
（兼務）（代表）☎ 099-486-1111

串良総合支所
産 業 建 設 課

3人
（兼務）

（代表）☎ 0994-63-3111
（直通）☎ 0994-63-3114

吾平総合支所
産 業 建 設 課

3人
（兼務）

（代表）☎ 0994-58-7111
（直通）☎ 0994-58-7257

助成金交付事業
■農用地の有効利用と利用集積を推進するため、一定の要件を満たす対象者には助成金を交付します。

事　業　名 鹿屋市遊休農地解消対策事業
対象地域 市内の農振農用地区域内の農地

対　象　者 　市内に居住している農家等で、他人の遊休農地を農地法又は農業経営基盤強化促進法に
基づき、新たに利用権設定又は所有権移転を行う者

交付要件

① 市内の土地で、地目が田又は畑であること｡
② 新たに、他人から利用権設定又は所有権移転する遊休農地であること｡
③ 自作地と接続する不作付農地又は概ね 10a以上連続する遊休農地であること｡
④ 自作地と一体的に整備する場合も可能であること｡
⑤ 除伐、プラウ耕、ロータリー耕等により耕作可能な農地とすること。
⑥ 市税の滞納がないこと。

助成金の内訳 10a当たり
助 成 費 限 度 額 30,000 円
業 者 委 託 限度額の１/２以内
本 人 整 備 限度額の１/３以内

農業経営の合理化・情報提供活動事業
■農業者年金の加入による農業経営の合理化、全国農業新聞購読による農業情報の提供を推進します。

全国農業新聞を読もう !!
　全国農業新聞（昭和 27 年創刊）は、地域農業者の
代表機関である農業委員会ネットワークが発行する農
業専門紙です。
　１週間の農政の動きや、現場で役立つ栽培技術・流
通の情報、魅力的な農家の取組などを幅広く伝え、担
い手の皆様の経営発展に役立つ新聞として高く評価い
ただいております。
　令和２年４月、業界初の紙面オールカラー化に取り
組み、より「見やすい」「分かりやすい」新聞へと生ま
れ変わりました。
　１度手に取っていただき、情報収集のツールとして
全国農業新聞をご購読いただければ幸いです。

◆発行日／毎週金曜日
◆購読料／月額 700円（税・送料込）
　 見本紙のご用命、購読のお申し込みは農業委員会事
務局、各支所産業建設課へ。
　 全国農業新聞ホームページからのお問い合わせや、
メール（gyoumu@nca.or.jp）または
FAX（03-3261-5132）でも受け付けています。

農業者年金に加入しませんか !!

農業者年金で生涯所得の確保を！
農業者年金は、国民年金に上乗せできる農業者のため
の公的年金です。
通常加入要件は　
① 60歳未満　
②国民年金第 1号被保険者　
③年間 60日以上農業に従事です。
● 保険料は 2万円から 6万 7千円まで加入者が自由に
選択できます。（いつでも見直しできます）

※ 令和４年１月より 35歳未満の方は１万円からの加入
もできます。
●税制面で大きな優遇措置があります。
　（支払った保険料は全額社会保険料控除の対象）
※詳細は、鹿屋市農業委員会事務局またはＪＡまで

編集後記
　今年も農業委員会だよりを皆様のお手元に届けるこ
とができました。様々な取材等を通じて、農家が厳し
い状況下におかれている中、新規で農業を開始される
方々もいらっしゃり非常に頼もしく思えました。
　この厳しい難局に農業魂を持って皆で乗り越えま
しょう。
編集委員（榎原辰夫・有村隆・田村利秋・堀之内節子）
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